
避難行動要支援者支援制度
における個別避難計画について

障がい福祉課

令和７年５月１６日
茅ヶ崎市自立支援協議会代表者会議

代表者会議【資料６】



対象者

作成件数

・避難行動要支援者のうち、障がいの要件に該当する方

・避難行動要支援者のうち、障がい又は介護認定の要件に該当しない65歳未満の方

目的

・チェックリストとは、避難行動要支援者について、避難行動や支援に係る分類等を行うこと

で、個別避難計画の作成を進めるための基礎情報を把握し、優先度の高い者の把握等を目的と

したものです。

・併せて、チェックリストを作成する過程で、避難行動要支援者本人やご家族等に改めて「自

助」や「共助」の重要性を理解していただき、平時から備えてもらうことを目的としています。

実施期間

実施手法 障がい福祉課職員及び委託された相談支援事業所が、対象者等と電話
や面談で聞き取り、作成。

作成件数 1,162件（A:397人、B:465人、C:231人、D:69人）

令和５年6月～令和７年３月

１ 避難行動要支援者チェックリストの結果



身体能力

・介護車両の使用
・専門職等の支援

分類A

本人のみで、最も近い、もしくは避難しやすい避難所まで移動できますか？

対象者

情報の取得能力
判断能力

移動支援の程度

分類B 分類C 分類D

[取組例]
・自助の備え
・安否確認
（A～D共通）

本人のみで、避難の必要性やタイミングを判断できますか？

普段の移動で、専門職等の支援や介護車両、ストレッチャー等が必要ですか？

[取組例]
・災害情報の伝達
・声掛け、誘導

[取組例]
・見守り
・日常生活で行う範囲
の移乗・移動介助

はい いいえ
設問１

設問２ 設問３

※避難行動の困難性に着目し、一定の
考え方を設定したうえで、Ａ～Ｄに分
類している。

【ポイント】
“普段”の移動

チェックリスト（障がい者）の全体フロー

避難所への移動に際し、特に配慮を要する事項がある場合などは、その内容（自由記入欄）

はい はいいいえ
いいえ



障がい別人数の結果一覧

分類
肢体不自由 視覚

障がい
聴覚
障がい

知的
障がい

合計 割合
上肢 下肢 体幹 小計

Ａ 58 127 28 213 58 115 4 390 29％

Ｂ 13 29 12 54 55 130 236 475 36％

Ｃ 52 102 49 203 28 26 77 334 25％

Ｄ 28 39 30 97 2 2 30 131 10％

合計 151 297 119 567 143 273 347 ※1330

※ 障がい種別の重複により、作成件数と不一致

※障がいの状態は一時的なものではなく、基本的に固定化されていることから、新たに障がい者手帳を
取得し名簿に登載された方等については、市職員が今後も継続してチェックリストを作成します。



避難行動要支援者支援制度とは

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用します。

本制度は災害時に、自ら避難することが困難な方（避難行動要支援
者）について、避難支援や安否確認等の支援の輪を広げ、減災に繋
げることを目的とした制度です。避難の実効性を高めるために

２ 個別避難計画



避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者の情報を一覧化※したもの。

名簿は避難行動要支援者本人の同意を得たうえで、

平常時から避難支援等関係者に提供しています。

※名簿に登載される情報とは

氏名、生年月日、性別、住所または居所、

避難支援等を必要とする事由など



個別避難計画とは

避難行動要支援者が、災害時に可能な範囲で周囲からの
支援を受けながら、避難を開始し、自らの命を守るため
の計画※のこと【参考資料１】

※計画には、避難先や避難経路のほか、避難時に

配慮が必要な事項、避難支援等に協力する方

（避難支援等協力者）の情報等を記載し、避難の

実効性を高めることを目的としています。



個別避難計画作成の流れ

高齢者については、

高齢福祉課が委託した

ケアマネ等が個別避難計画を作成

障がい児者については、

障がい福祉課の職員又は委託した

相談支援事業所にて作成

※チェックリストの結果が「Ｄ」の方から作成



Ｒ６年度個別避難計画作成の流れ（障がい）

③ 市→地域

① 市→自治会長

② 市→要支援者

④ 地域→要支援者

⑤ 市→自治会長

代表者の選定

計画書（案）の作成

計画書（案）の共有

協力者の調整

地域へ計画書の共有



指定福祉避難所（総合体育館）について

・令和７年４月１日付けで、茅ヶ崎市総合体育館が指定福祉

避難所として指定。

・対象の方は、災害関連死のリスクの高い要配慮者を想定。

・開設・運営については能登半島地震での実績がある民間企

業と協定を締結し、市と協同で行う予定。

３ 指定福祉避難所


